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確
定
申
告
書
を
自
分
で
作
成

で
き
る
人
は
、
送
付
な
ど
で
税

務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

給
与
所
得
や
年
金
受
給
者
な

ど
で
、
所
得
税
の
還
付
申
告
の

相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
昨

年
同
様
、
下
記
の
会
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、
確
定

申
告
書
な
ど
を
可
能
な
限
り
記

載
し
た
う
え
、
お
早
め
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
2
月
1
日
惜
〜
3
月

15
日
惜
（
土
・
日
・
祝
日
を
除

く
）

▼
受
付
時
間
＝
午
前
9
時
〜
正

午
、
午
後
1
時
〜
3
時

な
お
、
受
付
は
混
雑
等
に
よ

り
早
め
に
終
了
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ
版 

▼
用
意
す
る
も
の
＝
源
泉
徴
収

票
、
印
か
ん
、
還
付
に
関
す
る

書
類
（
医
療
費
の
領
収
書
、
住

宅
取
得
に
関
す
る
書
類
な
ど
）、

筆
記
用
具
、
預
貯
金
の
口
座
番

号
、
電
卓
な
ど

▼
問
い
合
せ
先
＝

宇
都
宮
税
務
署

牲
０
２
８（
６
２
１
）２
１
５
１

平
成
16
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
を

利
用
し
て
住
宅
を
新
築
・
購
入
・

増
改
築
を
し
た
人
は
、
一
定
の
要

件
に
あ
て
は
ま
れ
ば
、
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
、所
得
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

こ
の
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は
、

最
初
の
年
に
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

給
与
所
得
者
を
対
象
に
、
下

記
に
よ
り
申
告
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
を
受
け
る
人
は
出
席

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
2
月
8
日
惜

午
前
10
時
〜
正
午

上
三
川
・
本
郷
地
区

午
後
2
時
〜
4
時

明
治
地
区

※
出
席
さ
れ
る
人
は
、
必
ず
開

始
時
間
10
分
前
ま
で
に
受
付
を

済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
場
所
＝
役
場
3
階
大
会
議
室

◎
説
明
会
に
お
い
て
は
、
申
告

書
の
作
成
ま
で
説
明
・
指
導
し

ま
す
の
で
、
そ
の
場
で
申
告
を

済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

平
成
16
年
分
所
得
税

の
還
付
申
告
を
さ
れ

る
人
へ

◎
当
日
来
ら
れ
な
い
人
で
、
還

付
申
告
書
の
作
成
な
ど
で
相
談

を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
宇
都
宮

税
務
署
特
設
会
場
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

◎
当
日
以
外
で
申
告
書
を
提
出

す
る
人
は
、
で
き
る
だ
け
自
分

で
作
成
し
、
送
付
な
ど
で
提
出

さ
れ
る
よ
う
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

宇
都
宮
税
務
署
に
は
3
月
末
ま

お知らせ版 

住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
申
告
説
明
会

申告相談会場略図 

至
鹿
沼 

宇都宮地方 
合 同 庁 舎 

足
利
銀
行
本
店 

至栃木 桜小学校 

桜
通
り
交
番 

宇都宮財務事務所 

文 
陽
西
通
り 

材
木
町
通
り 至東京 

東武宇都宮駅 

至市役所 

大　通　り 

至
Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
駅
 

競　輪　場 

競　輪　場　通　り 

至富士見団地 至日光 

中央警察署 

ア
ピ
ア
 宇都宮税務署 

清
住
通
り
 

総合文化センター 
ワシントンホテル 

八幡山公園 

塙田駐車場 県庁 
裁
判
所
 

法
務
局
 

栃木銀行 
宇都宮西（支） 

●ＪＲ宇都宮線 
　‥‥‥宇都宮駅下車バス15分 
　　（バス：作新学院・駒生営業所行） 
● 関東バス 
　‥‥‥桜通り十文字又は桜小入口 
　　　　　　　　　　　　徒歩1分 
● 東武宇都宮駅線 
　‥‥‥東武宇都宮駅下車徒歩20分 

パチンコ店 

桜小学校入口 

桜通り十文字 

桜
通
り
十
文
字 

塙田トンネル 

※大通りは、駅方面からは右折できませんのでご注意ください。

▼必要書類等

① 住民票（平成17年発行のもの）

②
工事請負契約書又は売買契約書の写し
（提出書類のため、コピーを持参してく
ださい。）

③ 建物の登記事項証明書（登記簿謄本）

④

敷地等の登記事項証明書（登記簿謄本）、
敷地等の売買契約書の写し（住宅敷地
等の取得にかかる借入金が含まれてい
る場合）

⑤ 住宅取得資金に係る借入金の年末残高
証明書（平成16年12月31日現在残高）

⑥
増改築などの場合は、①～⑤のほか建
築確認通知書の写し、又は増改築等工
事証明書

⑦ 平成16年分の給与の源泉徴収票

⑧ 印かん及び申告者名義の預貯金口座
（還付金振込用）

⑨ ボールペン、卓上計算機



で
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん

宇
都
宮
税
務
署
で
は
、
3
月

末
ま
で
駐
車
場
に
相
談
会
場
を

設
置
し
ま
す
の
で
、
駐
車
ス
ペ

ー
ス
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
期
間
、
お
車
で
の
来
署
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

宇
都
宮
税
務
署

牲
０
２
８（
６
２
１
）２
１
５
１

税
務
課
　
住
民
税
係

牲
○56
９
１
２
２

次
の
と
お
り
都
市
計
画
案
の

縦
覧
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
案
に
対
し
意
見

の
あ
る
人
は
、
縦
覧
期
間
内
に

町
長
あ
て
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
す
る
計
画
案
＝
宇
都
宮

都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
の
変
更

（
上
三
川
町
清
掃
工
場
の
廃
止
）

▼
期
間
＝
1
月
12
日
戚
〜
26
日
戚

▼
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午

後
5
時
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を

除
く
）

▼
場
所
＝
都
市
計
画
課
（
庁
舎

2
階
）

▼
問
い
合
せ
先
＝

都
市
計
画
課
　
都
市
計
画
係

牲
○56
９
１
４
０

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家

屋
の
ほ
か
償
却
資
産
（
事
業
用
）

の
所
有
者
に
対
し
て
も
課
税
さ

れ
ま
す
。

平
成
17
年
1
月
1
日
現
在
、

町
内
に
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人
は
、
1
月
31
日
席
ま
で

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
の
対
象
と
な
る
資
産

平
成
17
年
1
月
1
日
現
在
、

町
内
に
存
在
す
る
事
業
用
資
産

（
土
地
、
家
屋
を
除
く
）
の
う
ち
、

減
価
償
却
費
が
損
金
や
必
要
経

費
に
算
入
さ
れ
る
資
産
で
次
の

よ
う
な
も
の
。

・
構
築
物
（
門
、
塀
、
看
板
、

駐
車
場
の
舗
装
面
等
）

・
機
械
、
装
置
及
び
こ
れ
に
付

帯
す
る
設
備

・
船
舶
（
ボ
ー
ト
、
釣
船
等
）

・
車
両
（
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等

た
だ
し
、
自
動
車
税
、
軽
自
動

車
税
対
象
車
両
は
除
く
）

・
工
具
、
器
具
、
備
品
（
机
、
椅

子
、
計
算
機
、
陳
列
ケ
ー
ス
等
）

＊
申
告
用
紙
は
税
務
課
に
あ
り

ま
す
。
な
お
、
平
成
16
年
に
申

告
の
あ
っ
た
人
に
は
12
月
中
に

申
告
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
届

い
て
い
な
い
場
合
に
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

税
務
課
資
産
税
係

牲
○56
９
１
２
３

平
成
17
年
分
農
業
用
免
税
証

の
交
付
申
請
を
、
次
の
と
お
り

受
付
し
ま
す
。

▼
期
日
＝

上
三
川
地
区
1
月
13
日
斥

本
郷
・
明
治
地
区
14
日
昔

▼
時
間
＝
午
前
10
時
〜
正
午

午
後
1
時
〜
4
時

▼
場
所
＝
役
場
3
階
大
会
議
室

▼
持
参
す
る
も
の

・
継
続
申
請
者
＝
免
税
軽
油
使

用
者
証
、
印
か
ん
、
免
税
軽
油

の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書

（
軽
油
購
入
の
納
品
書
等
を
添
付

の
こ
と
）、
耕
作
証
明
書
（
耕
作

面
積
及
び
作
付
内
容
に
変
更
が

あ
る
場
合
の
み
）、
使
用
機
械
の

名
称
、
形
式
及
び
馬
力
が
わ
か

る
も
の
（
機
械
に
変
更
が
あ
る

場
合
の
み
）

・
更
新
申
請
者
（
平
成
17
年
中

に
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効

期
間
が
切
れ
る
人
）
＝
旧
免
税

軽
油
使
用
者
証
、
印
か
ん
、
免

税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

告
書
（
軽
油
購
入
の
納
品
書
等

を
添
付
の
こ
と
）、
農
業
委
員
会

の
発
行
す
る
耕
作
証
明
書
、
使

用
機
械
の
名
称
、
形
式
及
び
馬

力
が
わ
か
る
も
の
（
機
械
に
変

更
が
あ
る
場
合
の
み
）、
栃
木
県

収
入
証
紙
代
420
円

・
新
規
申
請
者
＝
印
か
ん
、
農

業
委
員
会
の
発
行
す
る
耕
作
証

明
書
、
使
用
機
械
の
名
称
、
形

式
及
び
馬
力
が
わ
か
る
も
の

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
）、
栃
木

県
収
入
証
紙
代
420
円

◯
共
同
申
請
又
は
免
税
軽
油
使

用
状
況
表
に
よ
り
申
請
す
る
人

▼
期
日
＝

2
月
15
日
惜
〜
18
日
昔

2
月
21
日
席
〜
22
日
惜

3
月
15
日
惜
〜
16
日
戚

▼
時
間
＝
午
前
9
時
〜
11
時
、

午
後
1
時
〜
4
時

▼
場
所
＝
宇
都
宮
県
税
事
務
所
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都
市
計
画
案
の
縦
覧

償
却
資
産
の
申
告
は

1
月
31
日
席
ま
で

第5回　1月22日析・23日隻
簡単「オリジナル名刺」作成と情報検索
第6回　1月29日析・30日隻
簡単「マウスパット」作成と情報検索
いずれも
時間＝午前10時～正午
対象＝町内の20歳以上の人
費用＝テキスト代　第5回500円　第6回1,000円
申込み＝随時、図書館まで。
両講座受講も大歓迎です。
▼問い合せ先＝
図書館
牲○56 7825

軽
油
引
取
税
農
業
用

免
税
証
の
交
付
申
請

ＩＴ活用講座受講者募集

名刺見本



午
後
1
時
30
分
〜
5
時
30
分

▼
会
場
＝
と
ち
ぎ
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
セ
ン
タ
ー
3
階
研
修
室

▼
内
容
＝
講
座
「
楽
し
く
使
お

う
地
域
通
貨
」

講
師
　
㈱
共
に
生
き
る
た
め
に

代
表
取
締
役
　
白
崎
一
裕
さ
ん

▼
費
用
＝
無
料

▼
問
い
合
せ
･
申
込
み
先
＝

と
ち
ぎ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
Ｎ
Ｐ
Ｏ

セ
ン
タ
ー

▼
持
参
す
る
も
の
＝
個
人
申
請

の
場
合
と
同
じ

▼
問
い
合
せ
先
＝

町
農
業
委
員
会

牲
○56
９
１
６
６

栃
木
県
宇
都
宮
県
税
事
務
所

軽
油
引
取
税
調
査
担
当

牲
０
２
８（
６
２
６
）３
０
２
３

カ
ラ
ス
等
に
よ
る
農
作
物
へ

の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
下

記
の
と
お
り
有
害
鳥
獣
の
駆
除

を
行
い
ま
す
。
駆
除
は
銃
器
を

使
用
し
行
い
ま
す
。
地
域
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

▼
期
日
＝
1
月
29
日
析
・
30
日
隻

▼
実
施
場
所
＝
町
内
全
域

▼
対
象
鳥
獣
＝
カ
ラ
ス
等

▼
問
い
合
せ
先
＝

農
務
課
　
農
産
園
芸
係

牲
○56
９
１
３
８

農
業
用
廃
ビ
ニ
ー
ル
等
の
焼

却
、
及
び
投
棄
は
絶
対
に
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
処
理
が
必
要

な
場
合
は
、
町
農
業
用
廃
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
処
理
対
策
協
議
会
が
、

６
月
と
11
月
に
実
施
し
て
い
る

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
回
収
処
理
時

に
搬
入
す
る
か
、
廃
棄
物
処
理

業
者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

上
三
川
町
農
業
用
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
処
理
対
策
協
議
会

農
務
課
　
農
産
園
芸
係

牲
○56
９
１
３
８

Ｊ
Ａ
う
つ
の
み
や
上
三
川

野
菜
集
荷
所

牲
○56
６
６
８
８

障
害
児
学
童
ク
ラ
ブ
「
た
け

の
こ
」
で
は
、
指
導
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

▼
募
集
人
数
＝
1
人

▼
資
格
＝
福
祉
関
連
学
校
卒
業
者

▼
就
業
時
間
＝
午
後
2
時
〜
6

時
（
冬
休
み
な
ど
は
時
間
変
更

有
）

▼
時
給
＝
850
円

▼
申
込
み
＝
性
○56
２
２
２
５
へ

名
前
と
連
絡
先
を
送
っ
て
く
だ

さ
い
。
後
ほ
ど
、
担
当
者
か
ら

連
絡
し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先
＝
た
け
の
こ

牲
○56
２
２
２
５

▼
日
時
＝
1
月
22
日
析

牲
０
２
８（
６
２
３
）３
４
５
５

性
０
２
８（
６
２
３
）３
４
６
５

栃
木
県
最
低
賃
金
は
、
1
時

間
649
円
で
す
。（
平
成
16
年
10
月

1
日
発
効
）

ま
た
、
栃
木
県
産
業
別
最
低

賃
金
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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カ
ラ
ス
等
有
害
鳥
獣

駆
除
の
実
施

使
用
済
農
業
用

廃
ビ
ニ
ー
ル
は

適
正
に
処
理
を
！

障
害
児
学
童
ク
ラ
ブ

「
た
け
の
こ
」
指
導
員

募
集

平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の
父母との続柄欄の記載等が、次のとおり変更されました。
１．嫡出でない子の出生の届出がされた場合の取扱い
嫡出でない子の出生の届出がされた場合、戸籍の父母と
の続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に、
「長男（長女）」、「二男（二女）」等と記載されます。

２．すでに戸籍に記載されている嫡出でない子の続柄欄の
取扱い
①すでに戸籍に記載されている嫡出でない子につい
て、その父母との続柄欄の「男」又は「女」の記載
を、「長男（二男）」、「長女（二女）」等に改めたい
とする申出があった場合には、続柄欄の記載を改め
ます。
また、戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さない
ように、申出により戸籍の再製を行います。
②申出をすることができるのは、次の人です。
○嫡出でない子（本人が15歳未満の時は、法定代
理人）
○母（本人が15歳以上の場合で、母が本人の現在
戸籍に在籍する時、又は在籍していた時に限る。）

③申出は、本人の本籍地の市区町村長に対して行って
ください。
※嫡出子＝父母の婚姻中に生まれた子

▼問い合せ先＝住民課　戸籍係　牲○56 9126
宇都宮地方法務局戸籍課 牲028（623）0921

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
・

ま
ち
づ
く
り
講
座

ま
ず
チ
ェ
ッ
ク
！

働
く
ル
ー
ル
の
最
低
賃
金

戸籍における嫡出
ちゃくしゅつ

でない子の
父母との続柄欄の記載の変更



新潟県中越地震災害復旧支援で小千谷市へ 

産
業
別
最
低
賃
金
（
1
時
間
）

塗
料
製
造
業
　
797
円

一
般
機
械
器
具
製
造
業
　
746
円

電
気
機
械
器
具
・
情
報
通
信
機

械
器
具
・
電
子
部
品
・
デ
バ
イ

ス
製
造
業
　
747
円

自
動
車
・
同
付
属
品
製
造
業

747
円

精
密
機
械
器
具
・
医
療
用
計
測

器
製
造
業
　
746
円

各
種
商
品
小
売
業
　
727
円

▼
問
い
合
せ
先
＝
栃
木
労
働
局

牲
０
２
８（
６
３
４
）９
１
０
９

募
集
期
間
＝
2
月
28
日
席
ま
で

教
養
学
部
（
15
歳
以
上
）

・
種
類

科
目
履
修
生
＝
6
か
月
間
在
学

し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修
す

る
学
生

選
科
履
修
生
＝
1
年
間
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修
す
る
学

生全
科
履
修
生
＝
4
年
間
以
上
在

学
し
、「
学
士
（
教
養
）」
の
学

位
の
取
得
を
目
指
す
学
生

・
入
学
料

科
目
履
修
生
　
　
6
、0
0
0
円

選
科
履
修
生
　
　
8
、0
0
0
円

全
科
履
修
生
　
2
2
、0
0
0
円

授
業
料
＝
1
単
位
あ
た
り
、
5
、

0
0
0
円
（
教
材
費
含
む
）

大
学
院
（
18
歳
以
上
）

・
種
類

修
士
選
科
生
＝
1
年
間
在
学
し
、

自
分
の
学
習
・
研
究
し
た
い
科

目
を
選
択
し
て
、
1
科
目
か
ら

履
修
す
る
学
生

修
士
科
目
生
＝
6
か
月
間
在
学

し
、
自
分
の
学
習
・
研
究
し
た

い
科
目
を
選
択
し
て
、
1
科
目

か
ら
履
修
す
る
学
生

・
入
学
料

修
士
選
科
生
　
1
6
、0
0
0
円

修
士
科
目
生
　
1
2
、0
0
0
円

授
業
料
＝
1
単
位
あ
た
り
、
1

0
、0
0
0
円
（
教
材
費
含
む
）

▼
資
料
請
求
、
問
い
合
せ
先
＝

放
送
大
学
栃
木
学
習
セ
ン
タ
ー

〒
３
２
１
│

０
９
４
３

宇
都
宮
市
峰
町
３
５
０

（
宇
都
宮
大
学
内
）

牲
０
２
８（
６
３
２
）０
５
７
２

新潟県中越地震で被災した市町村の復旧に少
しでも役立てればと、ごみ収集が休みとなる12
月11日析に、町生活環境課職員8人が塵芥車2
台（他に運転手支援車1台）で、小千谷市へ向
かいました。
午前3時30分に役場を出発し、小千谷市へは

午前8時に到着。山積みされたふとんを塵芥車
に積み込むと直ちに帰路に向かいました。ふと

んは宇都宮市の清掃工場で下ろし、役場には午
後2時30分に到着しました。
現地でお会いした小千谷市職員は「遠路から

のご支援ありがとうございました。雪が積もる
までに何とか片付ける見通しがつきました。」
と話をしていました。
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放
送
大
学
平
成
17
年
度

第
1
学
期
学
生
募
集

上三川町干瓢問屋組合は、児童生徒の安全確保
に役立ててほしいと、防犯ブザー（２万円相当）
を寄贈しました。
これは、8月に開いた夕顔サマーフェスティバ

ルの益金で購入したもので、全国的に多発してい
る「連れ去り事件」や「声かけ事件」等の事故を

未然に防止し
てほしいと、
同組合代表の
小池英夫さん
と谷野方昭さ
んが町教育委
員会に寄贈さ
れたもので
す。

町教育委員会へ
防犯ブザーを寄贈


